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下請け代金の減額要請

ひとり親方

(免税事業者のままの場合)

親事業者

(課税事業者)

ひとり親方はインボイス
(適格請求書)の発行がで

きません
支払った費用の仕入税額

控除ができません

その結果、親事業者が消費税を負担することにな
り、消費税分だけ経費が増加し利益が圧迫される

ことになってしまいます。

受注量の減少

インボイス制度導入後の影響（建設業 ひとり親方のケース）

工事施工の消費税

取引条件の変更

簡易課税を選択した場合、第3種又は第4種に該当
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インボイス制度導入後の影響（小売業のケース）

ビジネス街にある書店や文具店の場合は

インボイスの登録を行う必要があるかもし

れません

一般消費者 ビジネス街

顧客の大多数が一般消費者の場合

インボイスの登録を行う必要はありません

※免税事業者のまま事業を継続する場合、

消費税を上乗せする価格表示やレシートへ

の消費税額の表示は控える

簡易課税を選択した場合、第1種又は第2種に該当 3



インボイス制度導入後の影響（飲食店業のケース）

• まず客層を分析してください！

•事業者による接待利用がある場合は、登録する必要が出てきます

• 簡易課税制度を選択した場合、下記事業区分となります

区分 適用税率
簡易課税制度の
事業区分

店内飲食 標準税率10%

第４種事業出
前

調理したもの

軽減税率８%

購入したもの

持
帰
り

調理したもの 第３種事業

購入
したもの

顧客が消費者 第２種事業

顧客が事業者 第１種事業
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インボイス制度導入後の影響（農業のケース）

• 農業協同組合等を通じた委託販売を行っている組合員

→「農協特例」が適用出来るため、インボイスの登録不要

• 直接レストラン等に販売している事業者

→インボイスの登録を検討してください

簡易課税を選択した場合、第２種又は第３種に該当
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インボイス発行事業者になりたい場合どうしたらいいの？

10月1日に受ける場合は、9月30日までの申請が必要です
※直前になればなるほど時間がかかりますので、早めの申請を
お勧めしております

国税庁HPから
ダウンロード

・適格請求書発行事業者の登録申請書(左下参照)を税務署に提出
・提出後2週間～1か月後に取得した登録番号(Tから始まる13桁の番号）の通知が届く

＜適格請求書発行事業者の登録申請書＞ <登録までのスケジュール>

2021年10月1日
受付開始

2023年9月30日
提出期限

2023年10月1日
インボイス制度開始
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10月１日以降、具体的にどうしたらいいの？

・要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行する必要があります

・毎年1月1日から12月31日までの収入と経費を翌年3月15日までに申告
所得税+消費税の納税が必要に！

・消費税の計算は、令和8年分までは原則/税負担軽減の2割特例 又は簡易/2割特例
を適用

3/31までに確定申告で

所得税+消費税の申告
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免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の特例

税負担軽減の2割特例
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結局インボイス登録したほうがいいの？

インボイス登録して消費税を納税した方がお金は残ります

収入
660万円
（月55万円）

手取額
660万円

収入
600万円

手取額
600万円

消費税相当額分減少現状

今後 登録しない場合

＋
□ 2割特例の活用

□ 所得税↓住民税↓

収入
660万円

手取額
648万円

消費税納税１２万円

今後 登録する場合

✔

✔
9

特例の有効活用

年間収入660万円の人の場合

(消費税相当分の値下げ要請される可能性あり) 



本日のポイント

取引先に消費税の課税事業者（かつ原則課税）がいる場合

インボイスを登録してください
インボイスを登録することで、消費税を納税することと
なりますが、登録した方が手許に現金が残ります！！
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インボイス制度登録をお考えの方は、、

• 弊社担当者にご連絡ください

• 登録申請から事前準備、納税額を試算してお伝え致します

本日はご静聴ありがとうございました

ひょうご税理士法人

新宅  莉沙

連絡先
TEL： ０６－６４２９－１３０１
FAX： ０６－６４２９－２１５０
メールアドレス：shintaku@hyogo-houjin.or.jp
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ひ ょ う ご 税 理 士 法 人

塚口本店
TEL： ０６－６４２９－１３０１
FAX： ０６－６４２９－２１５０

塚口支店
TEL： ０６－６９４０－６４２１
FAX： ０６－６９４０－６４２２

川西支店
TEL： ０７２－７６７－７７７０
FAX： ０７２－７６７－７７５４
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